
２０２２北サ協審第１１３号 

２０２２年９月２９日 

 

(公財 )北海道サッカー協会 御中 

各地区サッカー協会事務局 御中 

各 種 連 盟 事 務 局 御中 

各 フ ッ ト サ ル 連 盟 事 務 局 御中 

各 種 委 員 会 委 員 長 各位 

各地区サッカー協会審判委員長 各位 

 

（公財）北海道サッカー協会審判委員会 

委員長   藤井 陽一 

 

２０２２／２０２３ 年フットサル競技規則の改正について 

 

標記につきまして(公財)日本サッカー協会より通達が届きましたので添付にてお知らせいたします。 

なお、(公財)北海道サッカー協会が主催する各種大会における本通達の適用につきましては、次のと

おりといたします。 

ご不明、ご質問がございましたら当審判委員会までお問合せください。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 資料添付 

2022年 9月 15日付、日サ協発第 220135号(公財)日本サッカー協会からの通達 

 

２ 新競技規則の適用時期 

   原則として、2022年 11月 1日以降に新たに開始する競技会から、新競技規則(2022/2023)を適用

します。 

ただし、2023 年 3 月 31 日までの間は、現競技規則(2021/2022)・新競技規則(2022/2023)のいず

れを適用するかを競技会毎に確認し、競技会規定等において明記していただくほか、代表者会議や

監督会議、マッチコーディネーションミーティングの都度確認を行ってください。 

なお、北海道フットサルリーグ 2022 については、2022 年 12 月 4 日に開始するプレーオフから、

新競技規則(2022/2023)を適用します。 

また、2023年 4月 1日以降は、すべての競技会において新競技規則を適用するものとします。 

 

３ 競技規則の改正に関する問合せ先 

   (公財)北海道サッカー協会審判委員会 フットサル部長 佐々木 琢至 

E-mail  office-sasaki.2005@extra.ocn.ne.jp 

 

以上 
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